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(
人
)

臨
時
・
嘱
託
職
員
数
の
推
移

嘱
託
職
員

臨
時
職
員

<
コ
メ
ン
ト
>

定
員
適
正
化
計
画
に
基
づ
き
職
員
数
の
削
減
を
進
め
て
き
た
が
、
地
域
振
興

局
に
お
け
る
防
災
や
地
域
づ
く
り
の
機
能
維
持
や
偏
っ
た
職
員
年
齢
構
成
の
是

正
を
図
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
平
成
2
7
年
3
月
に
定
員
管
理
計
画
（
H
2
7
～
H
3
4
）

を
策
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
当
面
は
概
ね
平
成
2
6
年
度
時
点
の
職
員
数
を
基
準
に
必
要
な

職
員
数
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
国
家
公
務
員
の
定
年
延
長
に
つ
い
て
、
昨
年
8
月
に
人
事
院
に
よ
る
意

見
の
申
出
が
な
さ
れ
、
今
後
、
法
案
提
出
が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本

市
に
お
い
て
も
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
と
な
る
。

<
コ
メ
ン
ト
>

臨
時
職
員
は
、
一
時
的
な
業
務
の
増
減
に
伴
っ
て
変
動
し
て
お
り
、
長
期

的
に
見
れ
ば
大
き
な
変
動
は
な
い
。

嘱
託
職
員
に
つ
い
て
は
2
0
1
5
・
1
6
年
度
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援
員
の
配
置
や
英
語
保
育
遊
び
推
進
員
の
配
置
等
を

行
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
2
0
1
7
年
度
以
降
は
、
公
民
館
長
職
の
廃
止
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援
員
の
地
域
雇
用
へ
の
移
行
等
に
よ
り
減
少
し
、
2
0
1
9
年
度

は
子
育
て
セ
ン
タ
ー
支
援
員
等
に
よ
り
増
加
し
て
い
る
。

な
お
、
地
方
公
務
員
法
改
正
で
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
設
け
ら
れ
、

2
0
2
0
年
度
か
ら
現
在
の
臨
時
・
嘱
託
職
員
を
こ
れ
に
移
行
す
る
予
定
で
あ

る
。

報告２

市職員の状況について
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正
規
職
員

嘱
託
・
臨
時
職
員

<
コ
メ
ン
ト
>

こ
れ
ま
で
の
人
件
費
の
推
移
は
、
正
規
職
員
の
削
減
効
果
に
よ
り
減
少
傾

向
に
あ
っ
た
が
、
2
0
1
5
年
度
以
降
は
定
員
管
理
計
画
に
基
づ
き
必
要
な
正
規

職
員
数
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

2
0
1
7
年
度
は
、
期
末
手
当
の
支
給
率
改
定
、
共
済
の
負
担
金
率
改
定
、
災

害
対
応
に
係
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
増
加
等
に
よ
り
増
加
し
た
。

<
コ
メ
ン
ト
>

概
ね
、
職
員
数
の
増
減
に
応
じ
て
人
件
費
も
変
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、

臨
時
・
嘱
託
職
員
に
つ
い
て
は
勤
務
条
件
（
勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
等
）
が

多
様
で
あ
り
、
必
ず
し
も
職
員
数
と
人
件
費
が
連
動
し
な
い
面
も
あ
る
。

な
お
、
2
0
2
0
年
度
か
ら
、
現
在
の
臨
時
・
嘱
託
職
員
を
新
た
に
設
け
ら
れ

た
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と

し
て
の
勤
務
条
件
の
設
定
に
よ
り
人
件
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
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 新たな定員管理計画（平成27年度～平成34年度） 

 

⑴ 計画期間 

この計画は、平成27年度から34年度までの８年間を計画期間とする。 

 

⑵ 職員数の基準 

ア 職員数は、平成26年４月１日時点の881人（任期付職員を除く。）を上限とする。 

 イ 行政改革の取組を反映しながら、総人件費の抑制に配慮しつつ、概ね平成26年４

月１日時点の職員数を基準に本市の担うべき事務事業に要する職員数を確保する。 

  ウ 防災面においても、平成26年４月１日時点との比較で機能低下を招かないよう、

必要な職員数を確保する。 

 

⑶ 今後の採用方針等 

ア 計画期間が終了する平成34年度までの８年間で、職員の年齢構成の偏りを是正す

る。 

イ 多様な雇用形態（任期付職員、嘱託職員など）を活用し、危機管理力や組織力の

維持向上を図る。 

ウ 今後の職種ごとの正規職員採用の基本的考え方は、次のとおりとする。 

職 種 職員数 採用方針 

一般事務職 微 増 

・退職職員数程度を基本に補充を行う。 

・社会人採用枠を導入し、年齢構成の

偏りを是正する。 

土木・建築技師 

保育士・幼稚園教諭 

消防職 

微 増 
・退職職員数程度を基本に、できる限

り平準化して補充を行う。 

保健師その他の 

技術職 
微 減 ・退職職員数程度を基本に補充を行う。 

技能職 △５％程度 
・計画期間全体で抑制を図りながら、

できる限り平準化して補充を行う。 

労務職 △25％程度 

・民間委託等の推進や嘱託職員等の活

用を図ることを基本として、補充は

行わない。 

   ※ 職員数は、平成 26 年４月１日時点との比較 

 

 ⑷ 計画の見直し 

行政改革の進捗実績、年齢構成の偏りの是正状況、他の新たな計画等を踏まえ、適

時必要な見直しを行う。 

 



 

会計年度任用職員会計年度任用職員会計年度任用職員会計年度任用職員制度への移行制度への移行制度への移行制度への移行についてについてについてについて    

 

１ 現在の非正規職員の任用状況と新制度への移行 

 ※2019.４.１現在 

任用根拠 主な職種 主な勤務体系 

人数（人） 

フル 

タイム 

パート 

タイム 

特別職非常勤職特別職非常勤職特別職非常勤職特別職非常勤職員員員員    

【地公法３条３項３号】

要介護認定調査員、司書、

コミュニティ支援員、歯

科衛生士等 

週５日 

週 35 時間勤務等 
― 434 

臨時的任用職臨時的任用職臨時的任用職臨時的任用職員員員員    

【地公法 22 条】 

事務補助員、保育士、清

掃員、パート調理員、パ

ート保育士等 

フルタイム、６時

間/日等 
168 47 

計 649 

 

 

任用根拠条項の任用根拠条項の任用根拠条項の任用根拠条項の適用の厳格化適用の厳格化適用の厳格化適用の厳格化    

 

                 （（（（2020202020202020 年４月年４月年４月年４月 1111 日～）日～）日～）日～）    

新設：新設：新設：新設：会計年度任用職員会計年度任用職員会計年度任用職員会計年度任用職員【【【【改正地公法改正地公法改正地公法改正地公法 22222222 条の条の条の条の２】２】２】２】    

 

２ 制度の考え方 

・非正規雇用の待遇改善、適正な勤務条件の確保ということが基本的考え方 

・一般職として位置づけして任用、服務規律等の整備を図る。 

 ・フルタイムとパートタイムに区分。フルタイムより少しでも短時間であればパートタイ

ム。 

 ・給料、報酬については、正規職員の給料表を基礎として定める。 

・再度任用する際に昇給する。但し、上限を設けることについては可。（現在、本市では臨

時職員は固定額、嘱託職員は 3 段階の昇給） 

 ・フルタイムは共済組合・退職手当組合に加入することになる。（新たに負担金の発生） 

 ・支給すべきとされる給料等 

フルタイム パートタイム 

給料 

通勤手当 

期末手当 

時間外勤務手当 

退職手当 

特殊勤務手当 

報酬 

費用弁償 

期末手当 

時間外勤務手当に相当する報酬 

※現在の嘱託職員も時間外勤務手当の支給対象となる。 

※フルタイムについては新たに退職手当を支給する。 

 ◎勤務条件については、現在、職員組合と交渉中。 



定年延長について定年延長について定年延長について定年延長について    

 

１１１１    定年を段階的に定年を段階的に定年を段階的に定年を段階的に 65 歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出

（平成（平成（平成（平成 30 年年年年 8 月月月月 10 日日日日    人事院人事院人事院人事院））））からからからから抜粋抜粋抜粋抜粋 

 

⑴⑴⑴⑴    定年の引上げの必要性定年の引上げの必要性定年の引上げの必要性定年の引上げの必要性 

  複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくために

は、60 歳を超える職員の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠。定年を段階的に

65 歳に引き上げることにより、採用から退職までの人事管理の一体性・連続性が確保され、

雇用と年金の接続も確実に図られる。 

 

⑵⑵⑵⑵    定年の引上げに関する具体的措置定年の引上げに関する具体的措置定年の引上げに関する具体的措置定年の引上げに関する具体的措置 

    アアアア    定年制度の見直し定年制度の見直し定年制度の見直し定年制度の見直し 

  ・一定の準備期間を確保しつつ定年を段階的に 65 歳まで引き上げることとした上で、速

やかに実施される必要 

    イイイイ    役職定年制の導入役職定年制の導入役職定年制の導入役職定年制の導入 

  ・新陳代謝を確保し組織活力を維持するため、当分の間、役職定年制を導入 

・管理監督職員は、60 歳に達した日後における最初の 4 月 1 日までに他の官職に降任又

は転任（任用換）。任用換により公務の運営に著しい支障が生ずる場合には、例外的に、

引き続き役職定年対象官職に留まること又は他の役職定年官職に任用することを可能

とする制度を設定 

ウウウウ    定年前の再任用短時間勤務制の導入定年前の再任用短時間勤務制の導入定年前の再任用短時間勤務制の導入定年前の再任用短時間勤務制の導入 

・60 歳以降の職員の多様な働き方を可能とするため、希望に基づき短時間勤務を可能と

する制度を導入。新規採用や若年・中堅層職員の昇進の余地の確保、組織活力の維持

にも資する 

エエエエ    60 歳を超える職員の給与歳を超える職員の給与歳を超える職員の給与歳を超える職員の給与 

・60 歳を超える職員の俸給月額は 60 歳前の 70％の額とし、俸給月額の水準と関係する

諸手当等は 60 歳前の７割を基本に手当額を設定（扶養手当等の手当額は 60 歳前と同

額）。また、役職定年により任用換された職員の俸給は、任用換前の俸給月額の 70％の

額（ただし、その額が任用換後の職務の級の最高号俸の俸給月額を上限） 

・60 歳を超える職員の給与の引き下げは、当分の間の措置とし、民間給与の動向等も踏

まえ、60 歳前の給与カーブを含めてその在り方を引き続き検討 

 

 

２２２２    新聞報道から新聞報道から新聞報道から新聞報道から 

 ・定年を 65 歳まで延長するための関連法案の概要が判明。（略）60 歳以上の給与を 60 歳

前に比べ 7 割に抑える方針を明記。（略）50 代から徐々に給与水準を抑制する形にする。 

定年引上げの開始時期やペースは、2021 年度の 61 歳から 2 年に 1 歳ずつ引き上げ、

2029 年度に 65 歳への延長が完了する。政府・与党内には 3 年に 1 歳ずつ引き上げる案

もあり、与党 などの意見を踏まえて最終決定する。（2019.1.9 日経新聞）  


